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令和６年度 第２回
建設工事等における入札・契約制度の改正説明会

—— 建設工事 ——

（１）地域ブロック限定型の適用拡大と入札参加数の緩和について

（２）施工体制事前提出方式(オープンブック方式)における元請下請体制の
事前確認の再開について

（３）総合評価落札方式における簡易型(施工計画型)の適用拡大について

（４）総合評価落札方式における施工計画等の改善について
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地域ブロック限定型の適用拡大
と入札参加者数の緩和

（建設工事）
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「地域で調達できるものは、地域に発注する」
(県調達方針)

＜ブロック限定型の概要（H18.2～）＞
・県内を5ブロックに分割し、地域に発注するこ
とで地元企業の受注機会の拡大と地域雇用を確保

＜現行ルール＞

・１億円未満の工事

・ﾌﾞﾛｯｸ内に入札条件を満たす企業が３０者以上

ブロック内の県内企業のみに限定した入札

＜地域ブロック＞

大崎・栗原ブロック 登米・気仙沼ブロック

松島・石巻ブロック
仙台ブロック

県南ブロック ＜発注等級（土木一式）＞

ブロック外企業の参入により一部地域において、
震災前と比べ、地元企業の受注率が低下

Ｓ等級工事（＝ブロック限定外）は県内全域を対
象とした発注となり、他ブロック企業も受注可能               土木一式S等級（WTO除く）地元受注率

県南 仙台
大崎

栗原

松島

石巻

登米

気仙沼
震災前平均(H20～22) 78.2% 79.5% 64.3% 83.6% 80.0% 65.9%

直近平均(R3～5） 74.6% 48.0% 77.1% 88.2% 77.2% 82.0%

県全域
発注地域ブロック

工事件数

：震災前より低下 ：最低値 地元企業の受注機会の拡大を図る必要がある
（地元企業の受注率を震災前の水準まで回復させる）



○「都道府県の公共調達改革に関する指針（H18.12月_全国知事会）」では、地域産業の育成と公正

な競争の確保を図る観点から、「応札可能者数は20～30者以上を原則」としており、「条件付一般

競争入札等参加資格条件設定基準」により宮城県では30者に設定。

地域ブロック限定型の適用にあ

たっては、ブロック内に入札参加

登録者が30者以上いることが必

要

30者に満たない場合は、隣接地

域を含む「地域複数ブロック限

定」、「県内全域」と拡大するこ

とで入札参加登録者を確保

入札参加対象業者数の見直しが必要

地域ブロック限定型の金額上限の拡大(1億⇒1.5億)に
伴い、S等級工事の一部が地域ブロック限定型の対象とな
るが、S等級企業数が30者未満の地域がある

大崎・栗原ブロック 登米・気仙沼ブロック

松島・石巻ブロック
仙台ブロック

県南ブロック

26者

52者

31者

42者

＜各ブロックの土木一式_Ｓ等級企業数(R6現在)＞

⇒「登米・気仙沼」、

「県南」が30者未満

24者＜地域ブロック限定のフロー＞
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＜ 改 定 ＞
1億５千万円未満の工事

ブロック内に入札条件を満たす企業が
2０者以上

♦地域ブロック限定が可能なもの ♦地域複数ブロック限定が可能なもの

業 種 等 級 業 種 等 級
① 土木一式工事 Ｓ、Ｓ又はＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ等級 ① 大工工事 Ａ等級

② 建築一式工事 Ｂ、Ｃ等級 ② 石工事 Ｂ等級

③ とび・土工・コンクリート工事 Ａ、Ｂ等級 ③ 電気工事 Ａ等級

④ 管工事 Ａ等級 ④ 管工事 Ｂ等級

⑤ 鋼構造物工事 Ｂ等級 Ｓ等級（自社施工の条件がない場合）

⑥ 舗装工事 Ｂ等級 Ａ等級

⑦ 水道施設工事 Ｂ、Ｃ等級 ⑥ しゅんせつ工事 Ｂ等級

⑧ ＰＣ工事 Ａ等級 ⑦ 塗装工事 Ａ等級

⑨ 法面工事 Ａ等級 ⑧ 造園工事 Ａ等級

⑩ 解体工事 Ｂ等級 ⑨ 解体工事 Ａ等級

　※朱書き：新たに追加となる等級 　※朱書き：新たに追加となる等級

⑤ 舗装工事

※ 入札参加対象業者数が20者に満たない場合、複数ブロック、県内本店と地域要件を拡大し、競争性は確保する

＜参考＞入札参加条件を20者とした場合に地域限定ブロック・地域複数ブロックが可能となる業種・等級

（R6登録情報を基に算出）
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＜ 現 行 ＞
１億円未満の工事

ブロック内に入札条件を満たす企業が
３０者以上



施工体制事前提出方式（オープンブック方式）に
おける元請下請体制の事前確認の再開

（建設工事）
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〇 県では、工事目的物の品質及び適正な労働条件の確保を目的に、入札参加者に詳細な工事費内訳や
予定下請負人との下請契約内容・契約金額を提示を求める施工体制事前提出方式（オープンブック方
式※１）を適用。

〇 公共工事の規模縮小の中、低入札傾向が一向に収まらず、下請けいじめや労働者の低賃金化への対
策として、平成１９年１１月より新たな失格判断基準（４）※２を適用。

＜これまでの経緯等（震災前）＞

○ 東日本大震災後、膨大な復興事業に対応するため、入札・契約制度において様々な特例措置を講じ
てきた。

○ その一つとして、入札時における入札者の負担軽減及び施工体制確保を目的に、下請けに関する工
事内訳書の提出を不要とする運用を平成２５年10月より実施。

○ 併せて、下請けに関する失格判断基準（４）※２の除外措置を実施。

○ 震災の復旧・復興事業が、おおむね完了し、事業量が大きく減少。
→震災特例の廃止・制度化など情勢に合わせ措置を講じてきた。

＜特例措置（震災後）＞

工事費内訳書▶

元請の記載部分 下請の記載部分

※２：失格判断基準（４）とは
直接工事費における想定下請入札率÷入札率＜１．０

※１：オープンブック方式とは、下請の労働条件の確保を目
的として、入札時に元請・下請の工事費内訳書の提出を
求めているもの。
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〇 下請未承認の発生やこれに伴う指名停止案件が散見。下請承認時まで下請けを含めた施工体制が
受発注者間で共有されない。

○ R6.4月より、下記の要請に基づき、予定価格における法定福利費※１概算額を明示。併せて受注
者から提出される法定福利費を確認。

〇 R6.6月よる品確法・建業法・入契法の改正に伴い、「地域の守り手」である建設業がその役割を
果たしていけるよう、下請負人を含めた労働者の処遇改善のさらなる推進が必要。

〇 改正建設業法第20条では、受注者に対して労務費等の内訳を記載した見積書の作成が努力義務化。

※１：法定福利費とは、法律で企業側が負担を義務付けられている社会保険料や雇用保険料などの費用

要請通知 ： 令和３年１２月１日付 請負代金内訳書における法定福利費の明示による法定福利費の適切な支払いのため
の取組について（総務省・国交省連名より各自治体に要請）

＜オープンブック方式の震災特例の見直しに係る背景＞

①：落札候補者は下請業者や下請工事金額などが記載された下請工事内訳書を速やかに提出。

②：落札者候補者が調査基準価格を下回る場合、発注者は失格判断基準(４)による確認を実施。

調査基準価格を上回る場合は、落札決定。

③：当該落札候補者が失格判断基準(４)を下回った場合、次点の候補者を審査（①～③を実

施）失格判断基準(４)を上回った場合は落札決定。

＜改定内容＞

要請の趣旨である「元請・下請・技能労働者の労働条件の確保」や改正品確法などを踏まえ、
現在、特例措置としているオープンブックの下請けに関する措置について、再開の検討が必要。
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入札公告

開札

落札決定・契約締結

ＹＥＳ

適格者か?

調査基準価格を
下回るか?

ＹＥＳ※1失格判断基準
(１),(２),(3)(４)
を下回るか？

履行能力確認調査
（低入札調査） ※2 

ＮＯ

ＹＥＳ

落札不
適当

※２： 調査基準価格を下回った場合のみ、履行能力確認調査を適用

※１：調査基準価格を下回った場合のみ、数値的判断基準を適用

落札不適当

ＮＯ

特例（現状）

入札公告

開札

ＹＥＳ

適格者か?

調査基準価格を
下回るか?

ＹＥＳ※1失格判断基準
(１),(２),(3)

を下回るか？

履行能力確認調査
（低入札調査） ※2 

ＮＯ

ＹＥＳ

落札不
適当

落札不適当

ＮＯ

落札決定・契約締結

震災前

入札参加者は下請業者や下請金額が
記載された下請工事の内訳書を提出

下請けに関する工事内訳書の提出は不要

＜失格判断基準＞
（１）全入札者の純工事費相当額の平均額×0.97
（２）設計額における現場管理費相当額×0.85
（３）設計額における一般管理費相当額×0.63
（４）直接工事費における想定下請入札率÷入札率＜１．０



9

改 定

▽工事費内訳書

下請業者や下請
工事金額を記載

落札候補者は速やかに工事費内訳書
の赤枠部を記載して提出
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総合評価落札方式における
簡易型(施工計画型)の適用拡大

（建設工事）
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工事内容によっては、技術的な工夫の余地が小さい工事においても、標準型
（施工計画型）を適用している現状を踏まえ、発注者が当該工事に適した型式
を選定できるよう、簡易型（施工計画型）の適用範囲を拡大する。
→適用可能範囲を新たに設け、その上限を3億に拡大。

適用範囲拡大により、施工計画等（作文）が２テーマから１テーマとなり受発
注者の負担軽減にも寄与。

＜総合評価落札方式の適用区分＞
設計額（円）
（税込み）

５億
概ねの上限額

３億

１億 概ねの下限額

５千万

１千万

２５０万

適用可能
（今回）

適用可能 適用可能

概ねの下限額

概ねの上限額 上限額
適用可能

下限額

概ねの上限額
適用可能 適用可能

下限額

技術提案チャレンジ型簡易型（実績重視型） 簡易型（施工計画型） 標準型（施工計画型） 標準型（技術提案型） 高度型

概ねの下限額 下限額
概ねの上限額

適用可能 適用可能

標準型（施工計画
型）を目安に設定

＜適用範囲の考え方＞

上限値（黄色部分）は変
更せず、適用可能範囲を
標準型（施工計画型）の
概ねの上限に設定

改定内容

想定される工事例

技術的な工夫の余地が小さい工事や
難易度が高くない工事で、延長・面
積が大きい工事や類似内容の工事で
複数工区を合併する工事

✓河道掘削工事
✓堆積土砂撤去工事
✓舗装補修 など
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総合評価落札方式における施工計画等の改善

（建設工事）
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○令和７年度は文字数制限のみ、全ての型式に導入する。（文字数MAX1,500文字）

施工上の課題に対する技術的所見
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○課題を解決するため、令和7年度に土木部内の一部工事で下記の改定イメージ基に試
行し、様式の改定検討を行う。
○試行様式（案）では文字数制限（MAX1500文字）を行うだけではなく評価の視点を
５つから２つに集約すると共に評価方法の見直しを行う。


